
時　期

平成21年2月26日

平成21年6月1日

平成21年7月29日

平成21年9月15日
～29日

平成21年11月25日
～平成22年7月16日

平成21年12月28日

平成22年5月31日

平成22年5月31日

平成22年7月20日

平成22年8月4日

平成22年10月1日

上川中部定住自立圏の形成に関わるこれまでの経過

上川中部地区広域市町村圏振興協議会総会において，定住自立
圏構想実現に向けて，当面事務レベルで事業の検討を行っていくこ
とを確認。

周辺８町の首長（当麻町は欠席）が旭川市を訪問し，定住自立圏構
想の取組を進めることを再確認。

協定参加意思の最終確認

上川中部地区広域市町村圏振興協議会総会において，定住自立
圏構想にかかる協議の現状と今後の進め方について確認。

定住自立圏シンポジウム開催

上川中部地区広域市町村圏振興協議会幹事会において，各町の
協定参加意思の確認（一部保留あり）

中心市宣言

事業担当者会議を開催し，連携事業内容について検討を行い，定
住自立圏構想の連携事業として取り扱うことが可能かどうかを判
断。
～31事業について，14回に分けて会議

連携事業について関係市町の事業実務担当者による各事業担当
者会議において，協定案作成に向けた協議を実施（各会議2～3
回，延26回）

上川中部地区広域市町村圏振興協議会幹事会において，定住自
立圏構想について検討を開始することとし，それぞれで連携事業案
を検討し持ち寄ることとする。

内　容

定住自立圏の形成に関する協定締結

【資料８】




